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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年12月22日(2016.12.22)

【公開番号】特開2014-101509(P2014-101509A)
【公開日】平成26年6月5日(2014.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2014-029
【出願番号】特願2013-229483(P2013-229483)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/00     (2014.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/91     (2006.01)
   Ｂ４１Ｍ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ   11/00     　　　　
   Ｃ０８Ｇ   63/91     　　　　
   Ｂ４１Ｍ    5/00     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  転相インクであって、
  アモルファス成分と；
  以下の構造を有する結晶性成分

【化１】

  〔式中、ｎ１は、１～４０であり、ｎ２は、１～４０である〕
  と；
  任意要素の着色剤とを含み、
　結晶性化合物が、生物によって再生可能であり、再利用された出発物質から誘導され、
　前記転相インクが、生物によって再生可能な内容物を少なくとも２０重量％含む、
　転相インク。
【請求項２】
  少なくとも７０重量％の無公害な内容物を含む、請求項１に記載の転相インク。
【請求項３】
  ９５重量％超の無公害な内容物を含む、請求項２に記載の転相インク。
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【請求項４】
  前記結晶性成分が、再利用されたオリゴマー性ポリエチレンテレフタラートから誘導さ
れる、請求項１に記載の転相インク。
【請求項５】
  前記結晶性化合物が、転相インクの合計重量の６０重量％～９５重量％の量で存在する
、請求項１に記載の転相インク。
【請求項６】
  前記アモルファス化合物が、転相インクの合計重量の５重量％～４０重量％の量で存在
する、請求項１に記載の転相インク。
【請求項７】
　結晶性：アモルファスの比が６０：４０～９５：５の比である、請求項１に記載の転相
インク。
【請求項８】
  前記結晶性成分は、１４０℃の温度での粘度が１２ｃｐ未満である、請求項１に記載の
転相インク。
【請求項９】
  前記結晶性成分は、Ｔｍｅｌｔが１５０℃未満である、請求項１に記載の転相インク。
【請求項１０】
  前記結晶性成分は、Ｔｃｒｙｓが６０℃より高い、請求項１に記載の転相インク。
【請求項１１】
　１００℃～１４０℃の吐出範囲において、粘度が１～２２ｃｐである、請求項１に記載
の転相インク。
【請求項１２】
　室温での粘度が１０６ｃｐｓ超である、請求項１に記載の転相インク。
【請求項１３】
  転相インクであって、
  Ａｂｉｔｏｌ  Ｅコハク酸、Ａｂｉｔｏｌ  Ｅ酒石酸、およびその混合物からなる群か
ら選択されるアモルファス成分と；
  以下の構造を有する結晶性成分
【化２】

  〔式中、ｎ１は、１～４０であり、ｎ２は、１～４０である〕
  と；
  着色剤とを含み、
　結晶性化合物が、生物によって再生可能であり、再利用された出発物質から誘導され、
　前記転相インクが、生物によって再生可能な内容物を少なくとも２０重量％含む、
　転相インク。
【請求項１４】
　前記結晶性成分が、再利用されたオリゴマー性ポリエチレンテレフタラートから誘導さ
れる、請求項１３に記載の転相インク。
【請求項１５】
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  前記結晶性成分の６０重量％～１００重量％が、生物によって再生可能な内容物である
、請求項１３に記載の転相インク。
【請求項１６】
　結晶性成分の１０～４０％が再利用された内容物である、請求項１３に記載の転相イン
ク。
【請求項１７】
  転相インクを製造する方法であって、
  再利用されるポリエチレンテレフタラートプラスチックの解糖を開始し、オリゴマー性
ポリエチレンテレフタラートを作成することと、
  オリゴマー性ポリエチレンテレフタラートと、生物によって再生可能なアルコールとを
反応させ、以下の構造を有する結晶性成分
【化３】

  〔式中、ｎ１は、１～４０であり、ｎ２は、１～４０である〕
  を製造することと、
  アモルファス成分、前記結晶性成分、任意要素の着色剤を一緒に混合して転相インクを
作成することとを含み、結晶性化合物が、生物によって再生可能であり、再利用された出
発物質から誘導される、方法。
【請求項１８】
　前記生物によって再生可能なアルコールが、オクタノール、ステアリルアルコール、ラ
ウリルアルコール、ベヘニルアルコール、ミリスチルアルコール、カプリンアルコール、
リノレイルアルコール及びその混合物からなる群から選択される、請求項１７に記載の方
法。
【請求項１９】
　前記転相インクが、少なくとも７０重量％の無公害な内容物を含む、請求項１７に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記転相インクが９５重量％超の無公害な内容物を含む、請求項１９に記載の方法。
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